
新潟から…
１ リプレースを認めない
２ プルサーマルを認めない
３ 規制の緩和を許さない

桑原三恵／規制庁・規制委員会を監視する新潟の会



１ リプレースを認めない

（１） 再稼働議論での県民の声

① 東電は福島事故の後始末ができていない。

② 再稼働すれば使用済み燃料が増え続け、未来世代に大きな負担を押し付けることになる。

③ 事故はいずれ起きる。 避難できない。
＊不安 地震（基準地震動への疑問） テロ・軍事攻撃等・・・



（２） 「東電トライアングル」 による地域支配

東電（利益）

新潟（事故と被ばく） むつ市（使用済み燃料中間貯蔵）

＊６号機再稼働にあたって東電は
１０年間で１０００億円の供与を約束
３５０億円：UPZ圏電気料金補助

お金は地域を支配する 住民を支配する

雇用
交付金

６号機が再稼動したことで 地域住民はどのような事態に置かれているのか
・ いつ起きるかわからない事故への不安がいつも心のどこかにある
・ 原発由来のお金（東電の拠出金や国の交付金）に自治体がまるごと
支配されていく
＊東電のまるごと買収を隠すフレーズ
「地域を愛し、地域に愛される発電所」 ・・・ 「皆さまのご理解を得て」は消えた

＊政府の原発政策促進フレーズ
「立地地域との共生」



（３） 余談を許さない柏崎刈羽原発サイトでのリプレース

１ ２ ３ ４ ７ ６ ５柏崎
荒浜側

刈羽村
大湊側

昨年１０月１６日
小早川社長が新潟県議会で
「廃炉の具体的な検討をする」

６号機 ４月１６日に再稼働
７号機 当重施設設置期限切れで

完成まで運転停止

政府方針
廃炉を決定した発電所を有する事業者の
サイト内での建て替えを進める

再稼働を果たした柏崎刈羽原発の例外扱いのラベルは取りはずされた

これからは 廃炉＆リプレースNO！ の運動を進める



２ プルサーマルを認めない 電気事業連合会 2026/2/20

「プルトニウム利用計画」



・東電のプルサーマルの方針

立地地域の皆さまからの信頼回復に努めること、及び確実なプルトニウム消費を基本に、
東京電力HDのいずれかの原子炉で実施 

東電と経産省は 花角知事任期中（２０２６年６月～２０３０年６月）に
プルサーマル実施の了解をえようとしているのではないか

東電は １３．５トンPut ものプルトニウムを保有している

確実なプルトニウム消費 はプルサーマルしかないのか

NO！ イギリスはオルタナティブを選択した

２０２５年1月24日、英国政府は、セラフィールド原子力施設にある民生用プルトニウム

約120トンの処分方法として、溶解度の低い母材の中に閉じ込めて「固
定化」し、これを深地下に埋めるという方針を発表した

https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2025-01-24/hcws388
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2025-01-24/hcws388


・ ２００１年５月の刈羽村民の選択に学び、さらなる危険の押し付けを拒否する運動を始める

1995/12/8    もんじゅ ナトリウム漏れ火災事故
1997/2/8 プルサーマル計画閣議了解
        3/6 東電、新潟県・柏崎市・刈羽村にプルサーマル実施の協力要請
1999/1/7 住民投票条例直接請求運動開始

3/23 村議会否決
3/31 新潟県・刈羽村 プルサーマル実施を事前了解 翌日柏崎市了解

2000/12/26 議員提案の住民投票条例案可決
2001/1 村長再議で廃案
2001/1/27 住民投票条例直接請求運動開始

4/18 村議会可決
5/27 住民投票実施 （投票率88.1％ 賛成１５３３ 反対１９２５）

2002/8/29 東電トラブル隠し公表
9/13 新潟県・刈羽村 プルサーマル事前了解取り消し
9/18      柏崎市 プルサーマル事前了解取り消し

学習 → 情報共有拡大 → 解決の道筋を提起 → 運動を継続

４本の柱を着実に実行する



柏崎刈羽原発６号機における現行規則と見直し案
現行規則： 設工認から５年以内
見直し案： 使用前検査から５年以内（営業運転開始から５年以内）

「特重なしで運転できる期間」が意味することは・・・
東電にとっては・・・運転できる、つまり、稼げる
住民にとって・・・テロ対策施設がない、つまり、安全・安心が低下している中で暮らす

猶予期間（設置期限） 現時点から特重なしで運転可能な期間

現行規則 ２０２９年９月１日 ３年３カ月

見直し案 ２０３１年４月１５日 ４年１０カ月

8

３ 規制の緩和を許さない

規制の緩和はすでに進行中である・・・ 特重施設の設置猶予期限延長

規制の緩和とは・・・ 住民の安全を脅かす規制の変更
住民の目線で 規制庁・規制委員会を監視し、

緩和を許さない運動を積み重ねていく
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